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開 会 １０：００ 

（議長） 

おはようございます、ただいまの出席議員数は１２名です。 

 定足数に達しておりますので、会議は成立致しました。 

ただいまから、平成２６年第３回江差町議会定例会を開会致します。 

 

（議長） 

本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 

（議長） 

日程第１、会議録署名議員を指名致します。 

会議録署名議員は、会議規則第１２９条の規定により、小野寺議員、大門議員を指

名致します。 

 

（議長） 

日程第２、会期の決定についてを議題と致します。 

今定例会の会期及び議会運営については、所管の議会運営委員会に付託されて

おりますので、委員長の報告を求めます。 

「飯田委員長」 

 

「飯田委員長」（報告） 

議会運営委員会からの、ご報告を申し上げます。 

 当委員会は、９月２０日、失礼しました、８月２０日、９月１日の２日間にわたり委員会を

開催し､町理事者の出席を求め、今定例会に提出されておる議案内容の説明を受け

ると共に、日程及び運営についてを協議致しました｡ 

 今定例会には、平成２６年度補正予算が一般会計・特別会計及び議員発議１２件ま

で、それから一般質問は７名の通告であります。詳細につきましては、お手元に配付し

ております報告書のとおりでございます。 

以上の内容を踏まえまして、会期を、本日から１０日までの６日間とし、今定例会に

上程されております「平成２５年度一般会計（江差町各会計）決算認定」につきまして

は、閉会後の継続審査としたうえで決算審査特別委員会に付託をし、審査を行うことと

します。 

一般質問については、これまでと同様に、一問一答方式で行うことと致しました。質

問の回数につきましては再々質問まで、答弁を含め６０分の時間制と致します。質問・

答弁については、１回目の質問・答弁につきましては、演壇により行い、再質問以降は、
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議員は同じく演壇で、理事者は自席で行うことと致します。また、理事者においては、

議員からの質問に対して、議長の許可を得て反問できることとし、それに要する時間は

６０分の制限時間外とすることと致します。また、通告のある一般質問の中には、町長

の選挙公約や所信表明に関連した質問がされております。議会運営委員会と致しまし

ては、町長の答弁を求めるものであり、理事者側におきましてもご留意頂きたいと思い

ます。 

以上をもちまして、議会運営委員会において協議した結果を報告させて頂きます。

以上でございます。 

 

（議長） 

以上で、報告が終わりました｡ 

お諮りします。 

今定例会の会期及び議会運営については、委員長の報告のとおりとしたいと思い

ますが、ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

（議長） 

異議なしと認めます。 

よって、会期は本日から９月１０日までの６日間と致します。一般質問については一

問一答方式で行い、１回目の質問（質疑）・答弁については演壇により行い、再々質問

については議員は同じく演壇で、理事者は自席で行うこととし、質問（質疑）の回数は

再々質問まで、答弁を含め６０分以内の時間制を採用して行うこと、また理事者におい

ては議員から質問に対して、議長の許可を得て反問できることとし、それに要する時間

は６０分の時間制限以外とすることに決定致しました。 

また、今定例会に通告のある一般質問の中には選挙公約や所信表明に関する質

問が含まれております。理事者側においては留意願います。 

 

（議長） 

次に議長から諸般の報告を致します。 

報告内容はお手元に配布のとおりでありますので、ご了承お願い致します。 

 

（議長） 

 次に、日程第３、所管事務調査について、平成２６年第１回定例会 発議第１１号「林

業活性化に関する事務調査」についてを議題と致します。 

 本件については、所管の総務産業常任委員会に付託されておりますので、委員長
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の報告を求めます。 

 はい、「若山委員長」。 

 

「若山委員長」（報告） 

 おはようございます。 

 委員会調査報告について、本委員会に付託事件の調査について、会議規則第７８

条の規定により、下記の通り報告致します。 

 １．調査事件 平成２６年第１回定例会 発議第１１号 林業活性化に関する事務調

査について 

 ２．調査の経緯と結果 本委員会は平成２６年４月２３日、５月２２日、７月２５日の３日

間会議を開催し、資料をもとに担当課の職員の説明を求めるとともに、５月２２日には

柳崎地区の生活環境保全林の現地視察を行い、７月２４には関係機関へ聴取に出向

き、かつ８月４日及び５日には、秋田県能代市の「風の松原」及び青森県青森市の「浅

虫生活環境保全林」を調査した結果について、別紙のとおり意見を付して報告する。 

【意見】江差町字柳崎町に所在する柳崎生活環境保全林（飛砂防備保安林・保健保

安林）は、明治初期の乱伐と激しい北西の季節風によって柳崎地区が荒廃砂地となり、

この砂地が内陸にせまってきたことから、田畑の一部を不毛にして、集落は危険な状

態にさらされるようになった。このため昭和２３年から昭和３７年にかけて先人たちの筆

舌に尽くしがたい努力の結果、柳崎飛砂防備保安林１１ヘクタール、国有林砂坂海岸

林７０ヘクタールが整備され、今日背後の田畑、人家を守っている。 

 この結果を次の世代に引き継いでいくことが、我々の責務でもあることから、下記のと

おりその対策を講ずるべきである。 

１．林内整備のための予算化について 

・林業は、植栽にはじまり伐採に終わるというサイクルがあり、それがなされないと、森

林の荒廃に繋がる懸念が多分にある。 

・従って、先人が苦労して守り育ててきた、この財産を今後も後世に伝承していくため

にも、飛砂防備保安林と生活環境保全林を兼ね備えた保安林として維持管理するた

めの経費の予算化をすべきである。 

①下草刈り 憩いの場とするためには、必要な作業である。 

②水道敷設 憩いの場とするためには、必要不可欠なもの。 

③防除（松くい虫・ネズミ） 維持管理のためには、必要不可欠なもの。 

２．林内における触れる機会の創出について 

・生活環境保全林として再整備し、檜山森林管理署や檜山振興局とも連携して、住民

がこの森林に関心をもってもらえるような機会の創出を図ること。 

〈創出企画案〉森林浴・動植物等観察会・倒木等清掃・下草刈りほか 

３．檜山森林管理署及び檜山振興局との連携強化について 
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・当町の生活環境保全林（飛砂防備保安林）と国の砂坂海岸林は、管理上で分割され

ているが、一体化した約８１ヘクタールの保安林である。 

・この森林は「癒しの場所」としての住民への周知、また飛砂防備保安林、保健保安林

等の「多面的機能を有する森林」としての存在がある。今後の業務遂行にあたり、更な

る連携強化をしながら取り進むべきと考える。 

 ◆檜山森林管理署 林内行事の合同開催の検討（森林浴・動植物等観察会） 

 ◆檜山振興局 植栽及び間伐材の適期調査等 

以上でございます。宜しくお願いします。 

 

（議長） 

以上で委員長の報告が終わりましたので、質疑を許します。 

質疑希望ありませんか。 

 

（「なし」）の声 

 

（議長） 

質疑希望ありませんので、質疑を終結致します。 

お諮りします。本案について、討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異

議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声 

 

（議長） 

 異議なしと認め、直ちに採決致します。 

 「林業活性化対策に関する事務調査」について、委員長の報告のとおり了承すること

に決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」）の声 

 

（議長） 

 異議なしと認めます。 

 よって本案については、委員長の報告のとおり了承することに決しました。 

 

（議長） 

 次に、平成２６年第１回定例会 発議第１２号「文化財の保存・活用に関する事務調

査」を議題と致します。 
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 本件については、所管の社会文教常任委員会に付託されておりますので、委員長

の報告を求めます。 

 はい、「大門委員長」。 

 

「大門委員長」（報告）  

 社会文教常任委員会調査報告について。 

 本委員会に付託事件の調査事件について、会議規則第７８条の規定により、次のと

おり報告致します。 

１．調査事件 平成２６年第１回定例会 発議第１２号 文化財に関する事務調査につ

いて 

２．調査の経緯と結果 本委員会は、平成２６年４月２３日、５月１４日、５月２１日及び７

月１６日の４日間会議を開催し、資料を基に担当課の職員の説明を求めるとともに、５

月２１日には、横山家、旧中村家、旧檜山爾志郡役所、能登谷の坂（霰庵の句碑）、法

華寺（寛保津波の碑）、金丸家住宅、正覚院（寛保津波の碑・瓊江丸記念碑）、観音寺

（木喰仏（地蔵菩薩像）・円空仏（阿弥陀如来像））等の町内文化財の現地視察、そし

て７月２８日、２９日には秋田県の小坂町、青森県の青森市において視察研修を行い、

調査した結果について次のとおり意見を付して報告致します。 

【意見】江差町には、各種の有形無形の重要文化財等が数多くあります。国指定文化

財２件、道指定文化財１１件、町指定文化財３３件、合計４６件である。 

 近年、歴史的な建造物や町並みを歴史的資産として捉え直して、現代の町づくりに

活かそうと取り組んでいる自治体が増加してきている。 

 文化財はもともと地域住民の人々の財産として、保存伝承されることで、その価値が

多くの人々に理解され、地域住民の誇りとして継承されるものであることから、市民が

主体となった保存、伝承の取り組みが重要であると考える。 

 今後も、指定文化財の保存修理等の保護活動についても行政で実施するものはあ

るが、町民参加型の保存伝承の取り組みを進め、持続可能な文化財保存、活用の体

制を確立することが重要であり、次の点に留意して推進すべきである。 

１．歴史的建造物の保存、活用することの基本的な考え方について 

◆旧中村家住宅、旧檜山爾志郡役所の冬期間での開館活用を図ること。 

 ・平成２７年度末には、北海道新幹線がいよいよ開通となるが、この観光形態の変化

にいかに対応していくかで地域間格差が拡大するものと考える。 

 ・周辺町と連携を密に図るとともに、観光客を呼び込むためのひとつとして冬期間の

開館活用を積極的に図ること。 

◆文化財設置場所への案内看板・パンフレットを整備すること。 

 ・国、道以外の町指定文化財については、文化財の理解に加え観光振興の観点か

らも、設置場所までの案内看板表示が少ないのでその案内板設置及び関係課と連携
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してその表示、パンフレットの整備を図ること。 

２．歴史的建造物の計画的修繕計画の策定について 

◆旧中村家住宅、旧檜山爾志郡役所、旧関川家別荘においては、日常の管理を適

正に行い、一定のサイクルで修理を行うことが保存のために重要である。特に国及び

道指定等文化財の修理については、建造物の歴史や技法についての調査を踏まえ、

文化財保護法に基づき町、北海道、国と協議して修繕計画書を作成し、適切な修繕

に努めること。 

３．歴史的建造物に触れる機会の創出について 

◆歴史的建造物は、地域の歴史を伝えるとともに魅力を高める貴重な財産であり、可

能な限り後世まで保存伝承していくことが我々の責務である。特に住民が貴重だと認

識する建物の維持管理については、所有者のみの問題でなく、住民や各種団体が一

緒になって持続的に支える仕組みづくりが必要と考える。そのためには、その建物を

「大切にしよう」、「残そう」という機運の醸成が必要であることから、ふれる機会の創出

（建物周辺清掃及びガイド等）に努めること。 

４．歴史的専門分野業務の推進について 

◆江差町教育委員会で所蔵している歴史的資料は、展示している資料だけではなく、

旧檜山爾志郡役所の敷地内にある「古文書資料収蔵庫」で保管している古文書資料

や柏町にある「旧技専収蔵庫」に保管している民具資料、考古資料等、総数にして１０

万点を超えている。しかし、基本的な資料作業が遅々として進んでいない状況が見受

けられる。 

 町内の歴史的建造物とともに、これらの貴重な資料を整理保存して活用していくこと

が、地域の魅力向上の有効な手段であると考える。 

 そのため、職員の現状配置を見直し、専門分野業務が推進されるように努めること。 

 以上です。 

 

（議長） 

以上で委員長の報告が終わりましたので、質疑を許します。 

質疑希望ありませんか。 

 

（「なし」）の声 

 

（議長） 

質疑希望ありませんので、質疑を終結致します。 

お諮りします。本案について、討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異

議ありませんか。 
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（「異議なし」）の声 

 

（議長） 

 異議なしと認めます。直ちに採決致します。 

 「文化財の保存・活用に関する事務調査」について、委員長の報告のとおり了承する

ことに決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」）の声 

 

（議長） 

 異議なしと認めます。 

 よって本案については、委員長の報告のとおり了承することに決しました。 

 

（議長） 

次に、町長より「所信表明」の申し出がありますので、これを許可致します。 

「町 長」 

 

「町 長」（所信表明） 

平成２６年第３回江差町議会定例会開催にあたり、町長就任のご挨拶と町政運営に

対する所信の一端を申し上げます。 

私は、このたびの江差町長選挙におきまして、当選させて頂き、本年８月８日付けを

もちまして、町長に就任致しました。町民のご支持を賜ったことに感謝申し上げながら

も、私にいただいた票は、有権者総数の半分にも満たないという選挙結果を厳粛に受

け止め、前任の町長をはじめ、江差町を築いてこられた諸先輩方のまちづくりへの思

いを受け継いでいくことも私の責任であると考えております。 

私は、東京で生まれ、神奈川で育ち、大学卒業後は新聞記者として札幌、江差、帯

広の３か所で勤務致しました。江差では３年間の勤務ではありましたが、農業、漁業、

商工業をはじめ、歴史や文化など、伝統にあふれた「総合力」のある町であり、私が生

活した５か所の中で一番魅力的な町であると感じております。 

道内最古の祭りである姥神大神宮渡御祭、民謡の王様と称される江差追分、江差

の景観を代表するかもめ島など、私の心に刻まれている魅力であります。その江差の

「財産」を大切にしている町民が多くいることの素晴らしさに感銘を受け、「こんな町に

生まれたかった」、「江差をふるさとにしたい」、そんな思いで記者時代を過ごしました。 

一方で、どこの地方の町も同じではありますが、人口減少や少子高齢化の進行、産

業の落ち込みが大きな課題であります。これを解決することは容易ではありませんが、

５年後、１０年後、更に未来に向かって町の姿を描きながら「江差で暮らしたい」と願う
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若者が、しっかりとこの地域に残っていくことができる環境を創っていきたいと考えてお

ります。私の江差への思いと愛着が、江差のまちの心を動かしたというのが率直な気

持ちであります。行政経験が無く、「よそ者」の身ではありますが、町民との対話を重視

し、人生をかけて全力で町政に取り組んでいく所存でございます。 

人口減少により、高度経済成長期のような右肩上がりの成長は望めませんが、都市

部とは違う価値が、この江差町にはあるはずです。経済的な豊かさだけではなく、町民

一人ひとりの「心の豊かさ」、つまり「この町に住んでよかった」と思える気持ちを追い求

めるまちづくり、行政運営に転換していきます。「まちづくり」に正解はございません。町

民の中にある「まちへの想い」を吸い上げ、町民と協働した行政運営に取り組んでまい

りたいと考えています。 

そのうえで、４つのまちづくりを柱とし、新たな４年間の町政運営にあたります。 

一つ目は、「町内が一丸となったまちづくり」であります。 

これまで行ってきた町政懇談会に代わり、「まちづくり委員会」を新たに創設したいと

思います。具体的な取組みの方向付けは今後、早急に協議いたしますが、まちづくり

の政策課題、或いは、解決の糸口が見つからない課題などをテーマごとに、町民と町

長が対話する中で方策を考え、行政運営に反映していきたいと考えております。 

就任し、間もないわけでありますので、私自身が町民と対話することの必要性は言う

までもありませんが、まちづくり委員会が何かを決める委員会とはせず、テーマに沿っ

て自由に話し合える場を想定しております。 

これまでの町政懇談会における地域要望におきましては、課題等の積上げは一定

程度なされているものと考えており、積み残しの地域課題や、取り組まなければならな

い地域要望は、順次、優先度の高いものから取り進めて参ります。 

なお、新たな地域要望や意見に関しては、都度、日常業務の中で所管課を通じな

がら対応して参りたいと考えております。また、町職員の能力を最大限に生かす「役場

改革」にも取り組みます。 

具体的には、まずは職員とのコミュニケーションを図り、一日も早く職員との距離を

無くしたいと思っておりますし、職員との信頼関係を築きたいと思っております。そうし

た点を含め、各課が抱える政策課題の把握のみならず、年代別の職員懇談会を早期

に開催し、ざっくばらんな意見交換ができる体制をつくってまいります。役場職員のま

ちづくりへの考えや提言、そのプロセスを大事に職員と一緒に行政運営を進めたいと

いうのが、私の考えであります。 

二つ目は、「若者が将来に希望が持てるまちづくり」であります。若者が元気でなけ

れば、地域社会として高齢者を支えることはできません。若者の定着には雇用の場が

必要であることは言うまでもありませんが、地域が子育てしやすい環境をつくることが大

切であると考えております。 

具体的には、子育て世帯の経済的負担軽減のため、１８歳以下の子どもが３人以上



12 
 

居る世帯の、第３子以降の子どもへの保育料、幼稚園保育料も含みますけれども、の

無料化を１０月から行うほか、これまで中学生（１５歳）までを対象としてきた医療費無料

化については、１８歳までの助成拡大を図るべく平成２７年１月からの実施で、今定例

会に関連条例の改正及び予算補正をご提案申し上げておりますので、宜しくお願い

申し上げます。 

また、「子どもは地域の宝」であり、教育は「未来への投資」だと考えております。江

差町は、道内でも有数の歴史や文化を誇る町であり、子どもたちには「ふるさと教育」

の充実をはじめ、江差北小・江差北中で推進している小中一貫教育の更なる充実と、

江差中学校を核として江差小学校、南が丘小学校の３校による「トライアングルサポー

ト事業」で小中の連携を一層強化しながら、教育の充実に努めてまいります。 

また、外国語教育は、語学の面ばかりではなく国際的な視野を養う意味でも大きな

役割があります。そのために、外国語指導助手（ＡＬＴ）の配置をおこない、世界で活

躍する人材の育成に取り組んでまいります。 

三つ目は、「農業、漁業、商工業を大切にするまちづくり」であります。 

何よりも一次産業がすべての産業の源だと考えております。そのため、地域に根ざ

して努力している農・漁業者への支援を強化してまいります。 

農業分野では大規模経営ではできない、手間暇がかかっても高く売れる高単価な

農作物の振興を検討してまいります。取り組む具体的な農産物については今後、農業

関係者をはじめ関係機関等のアイディアも活かしながら十分議論を積み重ね検討して

いくこととしております。 

また、漁業では、安定的な収入を確保するため、現在も取り組んでおりますニシン

やナマコ、それにウニなどの増養殖事業の更なる拡大を、近隣町や檜山振興局などと

連携しながら図ってまいります。 

町内で生産あるいは商品加工したものを、いかに付加価値を付け消費者に届ける

のかが、販路拡大のポイントだと考えております。生産量が少なく、商品開発が難しい

現状にありますが、何ら手をこまねいていては道は開けません。物流面でのハンデも

ありますが東京や大阪、あるいは札幌などの都市に、江差の特産物やゆかりの品を販

売するアンテナショップの出店を検討し、当面は、北海道の「どさんこプラザ」等のワン

コーナーをお借りすることからでもスタートし、特産品のＰＲと外貨を得る方策を検討し

てまいります。 

また、国の補助金を活用した商店街の街灯ＬＥＤ化などの振興策にかかる諸課題で

ありますが、本定例会終了後の早い段階で議会全員協議会を開催していただき、今

後の進め方や方向付けなどについてご説明したいと思っておりますので、議会議員の

皆様のご理解をお願い申し上げます。 

四つ目は、「歴史、文化、郷土を観光に生かしたまちづくり」であります。 

江差の観光を考える上で大きな課題は宿泊施設の不足の問題であります。ご承知
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のように観光客の減少により宿泊施設の閉鎖が続いている中にあって、特に姥神大神

宮渡御祭や江差追分全国大会の時のように全道、あるいは全国から来町していただく

方が地元に宿泊できないという現状にあり、なんとか出来ないかという声が多くあります。

一方で、現在の宿泊施設は、稼働率が一年間を通じて高いわけではなく、宿泊施設

問題は、そう簡単に解決できるわけではありませんが、新幹線が開業される平成２７年

度末以降は、少なからず道南への入込客は増えるはずであり、観光振興策の強化とと

もに宿泊施設の誘致対策にも努めてまいります。 

また、町内にある既存の宿泊施設が廃業せず、観光客にとって魅力的な施設にす

るため、改修などに対する財政的な支援を積極的に検討してまいります。 

地元に住んでいる方には当たり前の景観に感じるかもしれませんが、私からはシン

ボルであるかもめ島や歴まち街区、寺院や石碑の多さなどを含め、江差の景観の美し

さは全国に自慢できる観光資源であります。景観の美しさを生かしたドラマや映画のロ

ケ地誘致の推進にも意を注いでまいります。 

更に、弱点の一つである体験型観光の充実を図らなければなりません。そのため、

農漁業作業体験などを目的とした民泊受け入れ制度の構築などで、新たな魅力ある

観光づくりを進めてまいりますし、「姥神大神宮渡御祭」の保存伝承はもとより、更なる

観光振興に結び付けるため、「道指定無形民俗文化財」の指定を目指し、関係者並び

に関係機関への働きかけをしてまいります。 

今、人口減少問題による地域存続のための議論が全国各地で巻き起こっています。

国の施策にも期待しておりますが、地域自らが人口減少に少しでも歯止めをかける施

策を考えなくてはなりません。対応可能な処方箋を私も真剣になって考えてまいります。

高齢者世帯や一人暮らし高齢者が増加している現状を踏まえ、見守りや支えあいなど

の高齢者対策の充実も図らなければなりません。 

また、養護老人ホーム「ひのき荘」の課題については、早期整備に向けた検討と協

議の再構築を図るべく、取り進めてまいります。行政、議会が汗をかき、そして町民の

理解のもとで財政の健全化が一定程度、図られてきたことに敬意を表します。しかし、

依然として厳しい環境に置かれていることから、行財政改革への手を緩めずに取り進

んでまいります。年の若い私が町長になったことに、様々なご意見があることは承知し

ておりますし、注目されていることも理解しておりますが、この機会を全国に江差をアピ

ールできるチャンスに利用したいと考えております。 

その一つに、「ふるさと納税制度」の見直しを考えております。政府もふるさと納税制

度の改革を打ち出しておりますが、寄付者の増加による歳入の確保という点だけでは

なく、地域の特産品を寄付者に送る仕組みを検討し、生産者あるいは商品販売者等

に還元され、少しでも地域経済のプラスとなり、更には全国に江差の魅力を発信する

きっかけにしたいと考えております。 

以上のとおり、私の所信の一端を申し上げましたが、具体的な政策の詳細や導入
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時期等につきましては、各所管課や庁内議論のみならず議会とも協議を図りながら、

進めながら、また、財源対策も必要となってまいりますので、町財政の状況を見極めな

がら出来るものから着実に取り組んでまいります。 

私は江差の魅力を発信する「セールスマン」になるつもりであります。魅力ある江差

を後世に残していくため、職員一丸となって粉骨砕身尽力する決意で、町政運営の舵

取りをおこなってまいります。 

町民の皆様、町議会議員の皆様、そして町職員の皆様、どうぞ心を一つにし、共に

「明日の江差町のために」新たな道のりを共に歩んで頂きますようお願い申し上げ、私

の所信表明とさせていただきます。 

宜しくお願い申し上げます。 

平成２６年９月５日 江差町長 照井 誉之介_ 

 

（議長） 

 以上で、町長の「所信表明」を終わります。 

 

（議長） 

次に、町長より「行政報告」の申し出がありますので、これを許可致します。 

「町 長」 

 

「町 長」（行政報告） 

最初に『一部事務組合の長の選任について』でございます。 

一部事務組合の長につきましては、規約に従い構成町の長による互選により決定

することとなっており、過日構成町会議を開催し、次の通り決定したのでご報告申し上

げます。 

江差町ほか２町学校給食組合長につきましては引き続き江差町長が、南部桧山衛

生処理組合長につきましては同じく江差町長が、檜山広域行政組合理事長につきま

しては上ノ国町長が新たに就任し、副理事長に江差町長という体制になったところで

す。いずれも、８月１９日付けの就任でございます。それぞれの一部事務組合の運営

につきましては、責任者としての責務を自覚し職務の執行をしてまいりたいと思います

ので、議員各位のご理解をお願い申し上げご報告といたします。 

 

次に『かもめ島海上遊歩道側壁崩落について』でございます。 

去る８月２２日の大雨（２４時間降水量７８ミリ）による被害状況でございますが、同日

午前１１時４０分頃に、かもめ島海上遊歩道（かもめの散歩道）の側壁が崩落していると

の通報がありました。幸いにも、人的な被害等の大事には至りませんでしたが、早急に

危険防止策を講ずる必要性があることから、同日以降、復旧工事が完了するまでの間、
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通行止めと致しました。復旧工事につきましては、今回崩落した側壁付近等につきま

しても、新たな崩落の危険性があることから、付近一帯の抜本的な専門家の現地調査

を実施した上で、復旧工事を進めたいと考えております。 

なお、本定例会に崩落した側壁付近一帯の崩落危険箇所の調査・設計委託費に

係る補正予算を上程いたしましたことも含めてご報告といたします。 

 

次に『道立江差病院の一時的な運用病床数の変更について』でございます。 

去る９月１日、北海道保健福祉部道立病院室参事が来庁し、道立江差病院につい

て、看護師の確保が難しい現状から現在の病床数を維持することが困難となったため

一時的に運用病床を変更する旨の説明がございました。 

これまでの経緯といたしましては、様々な看護師対策に努めてきましたが退職者な

どを補えるだけの確保には至らず、８月１日現在欠員が２９人に拡大している状況で、

今年度は、新たに民間人材紹介事業も活用しながら重点的な対策に努めましたが確

保には至っておりません。 

現在、他道立病院からの応援も行いながら運営しておりますが、１０月以降、さらに

産休者等が生じるため、現行の病床数では夜勤体制が維持できない事態となることな

どから、平成２６年１０月１日から平成２７年３月３１日までの期間、これまでの運用病床

数１９０床（一般１５０床、精神４０床）を１５２床（一般１１２床、精神４０床）に変更する内

容でございます。 

今年度の入院患者数の状況でございますが、４月から７月までの平均は１０６名（一

般が８８．６人、精神が１７．４人）、８月１３日現在９５人の入院患者となっております。 

今後は、病床数の変更期間内であっても看護師確保対策に努め、早期に現行の病

床数に戻せるよう取り組むこととしております。 

最後に、江差町が取り組んでいる看護師対策については、４名が申請され１名が手

続きの準備中であり５名枠が埋まる状況でありますことをお知らせ致しましてご報告と

いたします。 

 

最後に『寄附採納について』ご報告申し上げます。 

２件の寄附採納についてでございます。 

初めに、平成２６年６月２５日に中川キクヱ様より、江差追分会館へ「江差三下り人

形」の寄贈がありました。本人形は、江差三下りの第一人者「土門 譲」氏の奥様のノブ

ヱさんが管理されていたもので、ノブヱさんの逝去に伴い、妹の「中川キクヱ」様より、

郷土芸能の拠点である江差追分会館への展示を希望し、寄贈されたものです。早速、

江差追分会館資料室に展示し、来館者にご覧いただくとともに、貴重な資料として保

管して参ります。 

次に、平成２６年６月２５日、江差町字本町１３２番地「江差信用金庫理事長 藤谷直
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久」様より、江差信用金庫設立９０周年の記念事業として、昨年に引き続き、本支店の

ある市町村に対し、「道南杉（江差産）木製ベンチ一脚」時価４万４千円相当の寄贈が

ありました。ご寄贈いただいた「木製ベンチ」につきましては、江差追分会館に設置を

させて頂き、江差追分愛好者や観光客等の皆様に利用していただいております。 

 

以上のご寄附がありましたことをご報告申し上げますとともに、改めてご厚意に厚く

お礼を申し上げ、行政報告とさせていただきます。 

 

（議長）  

以上で、行政報告を終わります。 

 

（議長）  

以上、本日の日程は、全て終了致しました。 

本日はこれで散会致します。 

なお、８日月曜日は午前１０時より一般質問を行いますので、ご来場くださいますよ

うご案内申し上げます。 

本日は大変御苦労さまでした。ありがとうございます。 

 

終了 １１：０２ 


